
だ

ん

宮
城
・壇
の
越
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
宮
城
県
加
美
郡
加
美
町
鳥
嶋

・
鳥
屋
ヶ
崎

。
谷
地
森

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
〇
次
調
査
　
一
一〇
〇
六
年

（平
１８
）
五
月
～

一
一
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
加
美
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
斉
藤
　
篤
、
村
田
晃

一
・
村
上
裕
次

（宮
城
県
教
育
委
員
〈０

５
　
遺
跡
の
種
類
　
城
柵
跡

・
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
縄
文
時
代
～
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

壇
の
越
遺
跡
は
、
鳴
瀬
川
支
流
の
日
川
左
岸
に
形
成
さ
れ
た
標
高
五
〇
～
六

〇
ｍ
の
河
岸
段
丘
に
立
地
す
る
。
奈
良

・
平
安
時
代
を
主
体
と
し
た
複
合
遺
跡

で
、
範
囲
は
東
西
約
二

。
Ｏ
ｋｍ
、

南
北
約

一
・
五
ｋｍ
に
及
ぶ
。
遺

跡
北
の
丘
陵
上
に
は
、
陸
奥
回

賀
美
郡
家
跡
と
推
定
さ
れ
る
東

山
官
衛
遺
跡
が
所
在
す
る
。

発
掘
調
査
は
、
県
営
基
盤
整

Ｄ

備
事
業
と
県
道
改
良
工
事
に
伴

古

っゝ
も
の
で
、　
一
九
九
六
年
度
か

ら
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
約

一
町
ご
と
に
施
工
さ
れ
た
道
路
に
よ
る
方
格
地
割
が
確
認
さ
れ
、

区
画
内
部
か
ら
は
塀
で
囲
ま
れ
た
居
宅
を
は
じ
め
、
掘
立
柱
建
物
、
竪
穴
住
居
、

井
戸
な
ど
が
多
数
検
出
さ
れ
て
お
り
、
都
市
的
な
景
観
を
形
成
し
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
た
。

方
格
地
割
は
、
大
別
し
て
三
時
期
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。　
一
期
は
、
人
世

紀
中
棄
の
東
山
官
衡
創
建
と

一
体
的
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
範
囲
は
、
東
山
官

衛
の
外
郭
南
門
か
ら
南
に
入
町
、
南
門
か
ら
南
に
延
び
る
南
北
大
路
を
基
準
と

し
て
西
に
七
町
、
東
は
三
町
以
上
で
あ
り
、
上
位
―
下
位
段
丘
面
を
含
む
広
大

な
範
囲
に
施
工
さ
れ
た
。
二
期
は
、
人
世
紀
後
葉
に
段
丘
面
の
境
に
櫓
を
伴
う

築
地
塀
が
構
築
さ
れ
、
地
割
の
範
囲
が
上
位
段
丘
に
限
定

・
縮
小
さ
れ
た
時
期

で
、
九
世
紀
中
葉
ま
で
存
続
し
、
後
葉
に
は
段
階
的
に
廃
絶
し
た
。

木
簡
は
、
南
北
大
路
Ｃ
期
西
側
溝
の
底
面
か
ら

一
点
出
土
し
た
。
す
ぐ
そ
ば

に
新
た
に
発
見
さ
れ
た
人
脚
門
が
位
置
す
る
。
門
は
東
山
官
行
外
郭
南
門
か
ら

約
二
Ｏ
Ｏ
ｍ
南
、
南
北
大
路
と
南
二
東
西
道
路
の
交
差
点
北
側
に
設
け
ら
れ
た
。

大
路
は
三
時
期
の
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。
人
脚
門
は
Ｂ
期
に
伴
い
、　
一
度
建
て

替
え
ら
れ
て
い
る
。
門
の
両
脇
に
は
材
木
塀
が
取
り
付
き
、
幅
四
ｍ
深
さ

一
ｍ

の
大
溝
が
伴
う
。
材
木
塀
は
東
に
七

一
ｍ
延
び
て
北
へ
折
れ
、
西
は

一
〇
七
ｍ

以
上
延
び
る
。
ま
た
、
門
内
側
の
大
路
西
側
で
三
間
×
二
間
と
二
間
×
二
間
の

小
規
模
な
建
物
が
重
複
し
て
検
出
さ
れ
て
お
り
、
門
呑
詰
所
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
発
見
し
た
材
木
塀
と
大
溝
で
囲
ま
れ
た
区
画
は
、
東
山
官
衛
遺
跡
の
正

面
に
位
置
す
る
こ
と
、
塀
の
東
辺
は
そ
の
外
郭
南
東
隅
へ
向
か
っ
て
延
び
る
こ
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と
か
ら
、
両
者
は

一
体
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
南
北
大
路
と
の
交
点
に
は

格
式
の
高
い
人
脚
門
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
東
山
官
行
の
外
郭
南
門
は
創

建
期
の
一
時
期
の
み
認
め
ら
れ
、
建
て
替
え
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
大

溝
の
下
層
出
土
遺
物
が
人
世
紀
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
東
山
官

行
は
入
世
紀
の
新
し
い
段
階
に
南
の
低
地
へ
と
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。　
一

方
、
壇
の
越
の
方
格
地
割
で
は
、
人
世
紀
後
葉
に
格
を
伴
う
築
地
塀
に
よ
っ
て

街
区
が
囲
い
込
ま
れ
る
と
い
う
大
き
な
画
期
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
東
山
官
衛

の
拡
大
も
同
時
期
に
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

東
山
官
衛
は
、
創
建
期
か
ら
外
郭
線
が
め
ぐ
り
、
八
世
紀
後
葉
に
は
南
辺
が

拡
大
し
、
新
た
に
南
の
街
区
、
北
や
東
の
丘
陵
部
を
取
り
込
む
外
周
施
設
が
造

ら
れ
、
南
辺
に
は
櫓
が
付
設
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
東
山
官
行
は
賀
美
郡
家
と

い
う
政
治
的
施
設
に
と
ど
ま
ら
ず
、
軍
事
拠
点
で
も
あ
る
城
柵
と
考
え
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔寸
力
〕

囲囲囲

〔凡例】

―
 基幹道路

―――― 機能 していた道路 壽覇覇欝覇
東山遺跡と方格地割模式図 (2期 :8世紀後菜～9世紀中葉〉

ω

　

□
□
□
□
□

上
下
両
端
、
右
辺
、
背
面
は
割
損
す
る
。

字
目
は
禾
偏
で
、
同
じ
文
字
と
み
ら
れ
る
。

習
書
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
の
吉

野
武
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（村
田
晃
一
〈宮
城
県
教
育
委
員
会
〉
・
斉
藤
　
篤
）

含
９
×
合
９
×
６
）

ｏ解

五
文
字

の
う
ち
、　
一
二
二
・
四
文

三
文
字
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、




